
    

                                

 

 

 

 

◎教育目標「正しく、強く、ほがらかな子の育成」 

鴻巣市本町８－７－２３ ℡０４８－５４１－１１０７      

 

交通安全 ～互いの思いやり～ 
 

校 長  森 奈 緒 子 

 
早いもので１学期も折り返しの時期となりました。校庭の木々や芝生の

緑が、日差しを浴びるとより一層輝き、力強い生命力を感じます。南っ子
はその中で、元気に体育の学習や外遊びを行っています。今年度も、保護
者や地域の皆様に支えられながら教育活動を進めております。 
５月１６日（金）に、小学校球技大会が開催され、６年生が鴻巣東小、

鴻巣中央小の６年生とバスケットボールの試合をとおして交流しました。練習や試合から、勝敗
だけでなく、諦めずに頑張れたことや友達と一緒にやってよかったことなど、様々な思いを経験
することができたようです。一歩成長した６年生が南っ子の最高学年として活躍することを期待
するとともに、１学期後半も、子どもたちが一歩一歩成長する学校生活となるよう、教育活動の
充実に努めてまいります。 
さて、今年度に入ってから、子どもたちの列に車が突っ込み、事故に巻き込まれるという、痛

ましいニュースが相次ぎました。本校の通学路の中には、車のとおりが多い場所、歩道のすぐ近
くを車が通過する場所、踏切等、危険な箇所がいくつもあります。子どもたちの近くではスピー
ドを落としたり、距離をとったりしてくださる車や自転車の方がほとんどですが、子どもたち自
身が自分の命を守ることとして、「交通安全」については繰り返し指導をしているところです。
そのような中、旗振りの保護者の方や交通指導員さん、安全ボランティアの方の皆様には、日頃
から毎日の登下校を見守り、安全を確保していただいておりますことに改めて感謝申し上げます。
また、先日は、２年生の生活科、３年生の社会科の学習で校外に出る際、保護者のボランティア
の方に引率のご協力をいただき、安全に活動したり、身近な地域の様子について教えていただい
たりすることができました。大変お世話になりました。 
５月２２日（木）には、１，３，４年生を対象に、「交通安全教室」を行いました。鴻巣警察

署の方、鴻巣市役所自治振興課の方、本校の交通指導員さん、地域の交通安全推進委員さんのご
協力のもと、１年生では横断歩道の安全な渡り方、３，４年生では自転車の正し乗り方を中心に
ご指導をいただきました。子どもたちは真剣に話を聞き、体験をとおして自分の命を守るための
学習をすることができました。その中で「車の運転席から死角になるところには近づかない」「車
が左折する時、後輪は前輪よりも内側を通る」「ながら歩きは危険」「信号のない横断歩道では

しっかり手を挙げて車に気づいてもらう」等の
話がありました。これらは、運転する側からの
視点で考えると、「車の死角に人がいないだろ
うか」「左折する時、歩行者を巻き込む可能性
はないか」「歩行者が車に気づいているか」「横
断歩道では渡ろうとしている人を優先し停止
しているか」等、運転者が気を付けることに繋
がります。皆様の日頃の運転はいかがでしょう
か。「交通安全」も互いを思いやる気持ちが大
切です。子どもも大人も相手のことを考えて、
交通ルールを守っていきたいですね。 
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〈 お知らせ 〉 
・校内硬筆展を授業公開・懇談会(６月２４日（火）下学年、６月２５日（水）上学年・さくら学級）にあわせ

て公開いたします。公開時間は、１６：００までとなっております。 

お世話になりました！鴻巣南小離任式 

４月２５日（金）に、 離任式が行われ、退職・転出された６名の先生方とお別れをしました。 

お世話になった先生方には、子どもたちから感謝の気持ちを書いた手紙と、花束を贈りました。退職・ 

転出された先生方からは、心温まるメッセージや激励の言葉をいただきました。別れを惜しみ、涙を流す 

子どもたちが多くいました。今年度も感動的な離任式となりました。 

◆ ご確認をお願いします ◆ 
６月分の教材費・給食費の引き落し日は、６月５日（木）です。６月４日(水)までに、残高の確認をよろしくお

願いします。 

本校の働き方改革の主な取組 

社会の急激な変化が進む中で、子どもたちが予測不可能な未来社会を自立的に生き、社会の形成に参

画するための資質・能力を育成するため、学校教育の改善・充実が求められています。また、学習指導

のみならず、学校が抱える課題は、より複雑化・困難化しています。 

 このような中、国及び県、市では、教師のこれまでの働き方を見直し、自らの授業を磨くとともに、

その人間性や創造性を高め、子どもたちに対して効果的な教育活動を行うことができるようにすること

を目的として、学校における働き方改革を進めております。 

 以下に本校の取組を紹介します。 
○教職員の勤務時間（適切な仕事内容の整理と過度な勤務時間の見直し） 

８：１５～１６：４５(途中４５分間の休憩) ※緊急時は別途対応 

○留守番電話の設定（鴻巣市内の全ての小・中学校で導入） 

８：００～１７：３０(学校への連絡可能な時間) 

※１７：３０以降、留守番電話設定となります。 

○教職員の休暇取得の推進等 

    毎月２１日の｢ふれあいデー｣による定時退勤(埼玉県内で実施) 

    毎週水曜日の「ノー残業デー」 

    定時退勤推奨ウィークの設定 

    平日の休暇取得(学習に支障が生じない校内授業体制) 

 ○学校行事等の精選、見直し 

※上記は、取組の一例です。 

本校の働き方改革推進へのご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

こちらの QR コード
で、「鴻巣市立小・中
学校における働き方
改革基本方針」がご覧
いただけます。 


